
国 県 起 債 そ の 他 一般財源

4,320 平成 28 年 ～ 29 年度 4,320

　[事業の目的]

　[事業の内容]

　[これまでの関連する取組み]

　[今後の取組み]

  　２．町内会集会所新築事業着手（１月下旬）

　  ３．補助金概算払（４月中旬）

　  ４．町内会集会所新築事業完了、実績報告（６月中旬）

 　 ５．完成検査の実施　補助金額の確定（６月下旬）

  　１．補助金の交付決定（１月中旬）

　コミュニティ活動の拠点施設の整備を通じて地域活性化を図るため、集会所の新築事業に対して補助
金の交付を行う。

  　 ・補助対象事業費　 　１２，９６０，０００円

   　・補助率  １/３（上限  １０，０００，０００円）

　   ・補助額　　　　　　　     ４，３２０，０００円

 　  ・事業実施予定期間　　平成２９年１月下旬～平成２９年６月中旬

     ・補助金支払予定時期  平成２９年４月（概算払）

　事業実績（過去３年）

　　・平成２５年度　18,052千円（新築２件、改築等１４件、賃借２件、計１８町内会）

　　・平成２６年度  29,804千円（新築４件、改築等８件、賃借２件、計１４町内会）

　　・平成２７年度　47,863千円（新築５件、改築等１７件、賃借２件、計２４町内会）

 １２月議会で債務負担行為の議決を得た後のスケジュ－ルは次のとおり。

　町内会のコミュニティの場である集会所の建設や改修等に対して助成することにより、地域コミュニティ
の醸成を図ることで、地域の活性化を促進する。
　本市が施工する公共事業の予定地に集会所が立地しており、町内会が集会所を早期に移転する必
要があるため。

平成２８年度１２月補正予算債務負担行為の概要

事 業 名 担 当 課

町内集会所建設等補助金 協働推進課
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